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午後３時５３分開会 

○委員長（佐々木隆義君） それでは只今より建設観光委員会を開催いたします。 

先程の本会議におきまして本委員会に付託されました議案１件につきまして審査

をいたしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。市長さん何かありました

ら。 

○市長（村田弘司君） 別にございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長（佐々木隆義君） 議長さん。 

○議長（秋山哲朗君） 別にありません。 

○委員長（佐々木隆義君） それではこれより審査を始めます。議案第２７号美祢市

手数料条例の一部改正についてを議題といたします。執行部より説明を求めます。

はい、柴崎予防課長。 

○消防本部予防課長（柴崎隆博君） それでは、議案第２７号美祢市手数料条例の一

部改正についてご説明申し上ます。議案書２７－１ページ、そして参考資料の６ペ

ージに新旧対照表があります。お開き願います。 

 議案第２７号美祢市手数料条例の一部改正について、美祢市手数料条例、平成２

０年美祢市条例第７３号の一部を次のように改正するものとする。平成２２年９月

２４日提出の一部改正条例案を説明申し上げます前に改正理由を申し上ます。市長

の議案説明のとおり、これは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造

所等の所有者等は法令で定める技術上の基準を満たし、市町村長等から設置許可等

を受けなければならないとされています。市町村長等からの設置許可等について

は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令により、製造所等の容量の区分等に

したがって標準手数料が定められています。今般、特定屋外タンク貯蔵所及び準特

定屋外タンク貯蔵所の設置許可等に係る審査事務の効率化が図られたこと等によ

り、審査事務の実費に変動が生じていることから、手数料条例の一部を改正し、当

該タンクの設置許可等にかかる手数料の額を引き下げるための所用の改正を行うも

のでございます。 

それでは、改正条例案についてご説明申し上げます。新旧対照表でアンダーライ

ンを引いているところが改正部分でございます。次に、附則としまして、施行期日

を新たに設けたものでございます。以上で改正条例案の説明を終わります。なお、

美祢市には現在、対象となる屋外タンクはございません。以上です。 
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○委員長（佐々木隆義君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） ご意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） それではこれより議案第２７号美祢市手数料条例の一部

改正についてを採決いたします。 

本案について原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（佐々木隆義君） 全員異議なしと認めます。よって議案第２７号は原案の

とおり可決しました。 

  以上もちまして、本日の本会議で本委員会に付託されました議案１件につきまし

ての審査を終了いたします。これにて本委員会を閉会といたします。ご協力ありが

とうございました。 

    午後３時５７分閉会 
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